
           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

東京都卸売市場整備基本方針案の概要  ～ 新たな変革へ踏み出す卸売市場～ 
（第 10次東京都卸売市場整備計画 平成 28年度～平成 32年度） 

 

 ○ 生鮮食料品等を円滑かつ安定的に供給するための基幹的インフラとして、極めて公共性の強い役割を担っており、その重要性は変わるものではない 
 

○ 従来からの基本的役割に加え、時代の要請に応えるための新たな多面的役割が求められている 

 

 

  

②都民の食の安全を確保 

③生産者・実需者がいつでも利用 
できる開かれた取引の場 

・ 供給不安定で劣化が早い生鮮食料品等について、多種 

多様な品目を大量に集荷し、生産者と実需者のニーズを

調整することでリスクを分散 

・ 市場見学や講習会等を通じて食育・花育等に貢献 

・ 多様な食材や食に関する情報等を提供 

・ 法令等の適切な運用や必要な施設整備がなされている 

ことで、都民の食の安全を確保 

・ 生産者は卸売市場を利用することで安定した出荷が可能 

・ 実需者は誰もが多種多様な商品を必要な時に調達が可能 

・ 情報集積・交換の場 

・ 築地・大田・食肉といった市場は、全国の商品価格形成を

リードする建値市場 

基本的役割 

（第９次東京都卸売市場整備計画における整理） 

①都民の食生活の安定を担保 

  

・ 鮮度や安全性などの質を重視する意向や利便性の 

追求、倫理的消費など、個々のライフスタイルや 

多様な価値観等に基づく様々なニーズへの対応 

・ 市場の特性を踏まえた特色のある品揃え 

・ 生鮮食料品等の需要拡大に向けた取組などを通じ、

健康長寿等への貢献 

④都民の多様化するニーズへの 

きめ細かな対応 

⑤サプライチェーンの中間結節点としての 

機能の発揮 

・ 産地からの大量輸送、市場間転送等への対応 

・ 都市内物流の整序化への寄与、物流・情報機能の高度化に 

よる生産性の向上 

・ 配送・荷捌き等のサービス水準の向上 

・ 産地・実需者が求める情報の提供、市場取引の透明性の確保 

・ 国内外からの多種多様な品や食に関わるプロが集ま

る市場の特性を活かし、海外も含めて広く情報発信 

・ 東京 2020オリンピック・パラリンピック競技大会や 

輸出の促進を見据え、市場関係業者による食品の 

安全確保に関する基準への対応 

・ 災害時における生鮮食料品等の流通確保 

・ 緑化や太陽光発電などの活用により環境負荷の軽減に貢献 

・ 市場見学や食育・花育等の活動を通じて地元と連携 

・ 地域のイベント等における市場施設の活用 

⑦地域への貢献 

多面的役割 

⑥日本の食文化の発信・インバウンドへの対応 

 

・ 取扱数量の長期的な減少傾向等に伴う厳しい経営状況 

・ 業者数の長期的な減少 

・  

市場業者 

 
・ 東京 2020オリンピック・パラリンピック 

競技大会も見据えた都市開発の活発化 
・ 外国人旅行者の急増に伴うインバウンド 

消費の増加 
 

 
 
・ 少子高齢化の進行 
・ 単独世帯の増加 
・ 災害等の危機への備えの強化 
・ 環境対策の推進 
・  

 
・ 食の外部化・簡便化 
・ 専門小売店の減少 
・ 小売業態の多様化 
・ 加工食品卸の生鮮分野参入 
・ 出荷団体の大型化・集約化 

生鮮食料品等の流通 

 

・ 生鮮食料品等の輸入の増大 

・ 農林水産物・食品の輸出強化 

・ 認証取得等の広がり 

社会環境 

 

・ トラック運転者の深刻な人手不足 

・ 生鮮取引における EDI導入の機運の高まり 

 

東京における都市づくり 

食をめぐる動向 物流・情報化 

・ 高まる日本食への関心 

・ 食品ロス削減に向けた取組 

 

・ 取扱数量・金額の長期的な減少傾向 

・ 卸売市場経由率の長期的な低下傾向 

・ 産地による出荷先の選別等に伴う市場間格差の拡大 

 

卸売市場をめぐる動向 

 

卸売市場の公共的役割の広がり 

 

-1- 

卸売市場を取り巻く環境の変化 

 



           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

最低限求められる機能の確保や、 

老朽化施設の維持・更新のために 

必要な施設整備 

 

 

 

 
  

時代の要請に応えるための機能強化 

の取組に係る施設整備 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・ すべての中央卸売市場で、市場関係者が一体となって経営戦略を検討・確立 

・ 従来のやり方にとらわれない発想によるイノベーションへの取組 

※ 各市場の実情に応じて、効果的かつ柔軟に進めていく 

○ 公共的役割を着実に果たしていくため、すべての市場が最低限求められる機能を確保した上で、各市場がそれぞれの特性を踏まえ、時代の要請に応えるための新たな取組を推進 

 

環境問題への対応 

ミニマムスタンダードとしての 

統一的な取組 

品質・衛生管理の確保 

都民・消費者との交流や 

食に関する情報発信 

 

市場関係業者の 

経営基盤の強化 

健全かつ安定的・効率的な 

市場運営のための基盤づくり 

 
市場の財政基盤の強化 

公正な取引の確保及び 

手続きの簡素化 

地方卸売市場への支援 

卸売市場として最低限求められる機能の確保 

 各市場における 

戦略的な機能強化 

物流の効率化・サービス水準向上 

及び取引の電子化 

品質・衛生管理の高度化 

多様なニーズへの対応 

情報力の活用等による取引の活性化 

輸出促進への取組 

時代の要請に応えるための取組 

 

第 10次東京都卸売市場整備計画における取組の方向性 

 

特色のある市場づくりに向けた取組の考え方 

 

都が主体となって、市場関係業者とも連携しながら、 

統一的な取組や市場運営のための基盤づくりを推進 

各市場の特性を踏まえ、市場関係者が一体

となって「経営戦略」を定め、取組を推進 

【意識改革を進めるための取組】 
・都は市場全体の最適化を図るファシリテーター 
として、イノベーティブな動きを誘発 

・外部からの多様な意見やノウハウの積極的な導入 
・経営戦略の実行状況の客観的評価 
・市場関係業者のモチベーションが向上できるよう 
意欲的な取組への支援 

など 

災害等の危機への対応 

○ 都内の流通構造が大きく変化する中で、東京都の卸売市場が時代の要請に応え、今後ともその役割を着実に果たしていくためには、各市場が自

らの特性を踏まえ、創意工夫しながら、画一的でない特色のある市場づくりを進めることが重要 

○ すべての市場がそれぞれの特性を活かしながら、集荷・分荷・販売等に取り組むと同時に、流通ネットワークによる相互の補完性を活用すること

によって、東京都の卸売市場全体としての機能がより一層発揮 

○ 特色のある市場づくりを行うためには、市場関係者の意識改革を進めながら、経営戦略を検討・確立していくことが必要 

 

 

各市場における取組のイメージ 

市場が直面する難局を克服していくためには、市場関係者が 

新たな発想で様々な工夫に取り組むなど、意識改革が必要 

 
策定・実行の流れ（参考） 

①検討体制の構築 

②現状分析を踏まえた、 

目指すべき将来像の検討   

③将来像の実現に向けた取組内容の検討 

 

④経営戦略の確立・共有 

⑤取組の推進、実行状況の確認 

⑥ＰＤＣＡサイクルに基づく経営戦略 

の見直し 

市場関係者の意識改革の推進 

 
各市場における経営戦略の検討・確立 
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特色のある市場づくりに向けた 
施設整備の考え方 

 

都が主体となり計画的に実施 

原則、経営戦略にその内容を位置付け

た上で、都と市場関係業者の適切な 

役割分担のもとで実施 

① ⑤
③

② ③ ①

⑤ ② ③ ① ④

⑤

②

ミニマムスタンダードとしての統一的な取組

健全かつ安定的・効率的な市場運営のための基盤づくり

各市場における戦略的な機能強化

Ａ市場 Ｂ市場 Ｃ市場

【凡例】①品質・衛生管理の高度化 ②多様なニーズへの対応 ③物流の効率化・サービス水準向上及び取引の電子化

④輸出促進の取組 ⑤情報力を活用した取引の活性化


